
 

 

西東京都市計画地区計画の変更（西東京市決定） 

都市計画東大生態調和農学機構周辺地区地区計画を次のように変更する。 

名      称 東大生態調和農学機構周辺地区地区計画 

 位      置※ 西東京市緑町一丁目、緑町二丁目及び北原町三丁目各地内 

 面      積※ 約 48.4ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、西武新宿線田無駅の北約0.5kmに位置し、地区内の東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構及び

附属演習林田無演習林（以下「東大生態調和農学機構」という。）は、昭和４年の林学苗圃の創設、昭和10年の附属農場の移

転以降、日本の農学・生命科学研究の中心的な役割を担い、近年では市民活動や生涯学習活動の拠点としての取組がされてい

る。 

西東京市都市計画マスタープランにおいては、東大生態調和農学機構はみどりとのふれあいや健康づくりの中心地となる

「みどりの拠点」及び大地震などの発生に伴う延焼火災やその他危険から避難者の生命を保護する「広域避難場所」に位置付

けられている。また、本地区を東西に横断する幹線道路である西東京都市計画道路3・4・9 号保谷東村山線（以下「保谷東村

山線」という。）の沿道市街地は良好な中・低層住宅の立地を誘導する「中層住宅地区」に位置付けられている。 

現在、本地区内では、東大生態調和農学機構のキャンパスの再整備及び土地利用転換を伴う一部敷地の売却の計画や、保谷

東村山線の整備が進められている。 

そこで、本地区では、次に掲げる事項を地区計画の目標とし、適正な土地利用の誘導を進めていく。 

１．キャンパスの再整備を行う地区においては、良好な教育・研究環境を確保しながら、既存のみどり豊かな空間を確保し、

周辺の住環境に配慮した大学関連施設の規制・誘導を図る。 

２．保谷東村山線沿道の既成市街地においては、周辺環境と調和した適切な土地利用を誘導し、良好な市街地の形成及び保全

を図る。 

３．大学以外への土地利用転換が想定される地区においては、緑化を推進するとともに、周辺の住環境と調和した良好な市街

地形成に向けた規制・誘導を図る。 

４．田無駅方面から西東京いこいの森公園までの安全な歩行者空間を確保する。 
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土地利用の 

方針 

東大生態調和農学機構の研究教育施設の維持・更新、保谷東村山線沿道の適正な土地利用の誘導、周辺環境に配慮した街並

みの形成を図るため、本地区を 12の地区に区分し、それぞれの地区特性にふさわしい土地利用を誘導する。 

１．北キャンパス地区 

大学施設を合理的に配置しつつ、教育・研究を目的とした演習林、里地、田畑及び樹園地を主としたみどり豊かな土地

利用を図る。 

２．南キャンパス地区 

一般公開する教育・研究施設等を集約的に配置し、ハス園や保存林等のみどりと調和した土地利用を図る。 

３．新街区Ａ・Ｃ地区 

東大生態調和農学機構のキャンパス再整備に伴う土地利用転換の機会をとらえ、公共公益施設等を誘導しつつ、みどり豊

かで良好な市街地の形成を図る。 

４．新街区Ｂ地区 

みどり豊かな落ち着きのある良好な住環境が確保されたゆとりある低層住宅地の形成を図る。 

５．新街区Ｄ地区 

公共公益施設や農業の活性化に寄与する施設等を誘導しつつ、緩衝緑地、街路樹及び地区内のみどりが一体となった

土地利用を図る。 

６．新街区Ｅ・Ｆ地区 

接道部緑化及び街路樹が一体となったみどり豊かな沿道土地利用を図る。 

７．沿道型中層住宅Ⅰ地区 

中層住宅を主として、良好な住環境の形成を図るとともに、周辺環境と調和のとれた街並みの形成を図る。 

８．沿道型中層住宅Ⅱ地区 

みどり豊かな住環境の保全に努めつつ、良好な中・低層住宅地の形成を図る。 

９．沿道型市街地地区 

後背の住環境に配慮した幹線道路沿道にふさわしい良好な街並みの形成を図る。 

10．住宅市街地地区 

低層住宅を中心としたみどり豊かな落ち着きのある良好な住環境の保全及び形成を図る。 
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地区施設の 

整備の方針 

１．地域住民や散策者の散歩道及び広域避難場所等への避難経路の確保のため、安全な歩行者空間となる区画道路及び歩行

者専用通路の整備を図る。 

２．地区内及び周辺住民の憩いと交流の場となるよう、既存景観を構築する樹木を保存し、公園の整備を図る。 

３．保谷東村山線沿道のみどり豊かな景観形成のために、教育・研究を目的とした樹林地及び田畑等のみどりにより構成され

る緩衝緑地の整備を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

１．地区の特性にあった良好な土地利用を誘導するため、建築物等の用途の制限を定める。 

２．敷地の細分化を防止し、ゆとりある市街地環境を確保するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３．通風、採光、日照等を確保し、良好な住環境の維持・保全や形成を図るため、壁面の位置の制限を定める。 

４．戸建て住宅を中心とした落ち着きのある後背地への配慮及び農学・生命科学の教育研究を目的とした田畑等への日照を

確保するため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

５．統一感のある街並み景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

６．防災面に優れた安全な市街地を形成し、みどりが感じられる良好な市街地とするため、垣又は柵の構造の制限を定める。 

７．保谷東村山線沿道は、みどり豊かな街並み景観を形成するため、建築物の緑化率の最低限度を定める。 

その他当該地区の 

整備、開発及び 

保全に関する方針 

北キャンパス地区及び南キャンパス地区は「みどりの拠点」にふさわしい土地利用を図るため、キャンパス内のみどりの

保全に努める。その他の地区は保谷東村山線の街路樹と一体となったみどり豊かな沿道景観の形成及び良好な市街地環境の

創出を図るために接道部、建築物の壁面・屋上等の積極的な緑化を誘導する。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

位 置 西東京市緑町一丁目、緑町二丁目及び北原町三丁目各地内 

面 積 約 33.5ｈａ 

種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 

区画道路１号 7.5m 約 230m 拡幅、歩道の新設 

区画道路２号 6.5m 約 360m 
拡幅、歩道の新設 

ただし、既存の井戸がある場所については幅員 6.0m以上とする。 

区画道路３号 7.5m 約 270m 新設 



 

 

 

地
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の
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公園 
名称 面積 備考 

公園 約 2,700㎡ 新設 

地

区

整

備

計

画 

その他の公共

空地 

名称 幅員 延長 備考 

歩行者専用通路１号 4.0ｍ 約 30ｍ 新設 

歩行者専用通路２号 2.5ｍ 約 270ｍ 新設 

緩衝緑地１号 10.0ｍ 約 440ｍ 新設 

緩衝緑地２号 5.0ｍ 約 300ｍ 新設 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の 

区分 

名称 
北キャン 

パス地区 

南キャン 

パス地区 

新街区 

Ａ地区 

新街区 

Ｂ地区 

新街区 

Ｃ地区 

新街区 

Ｄ地区 

新街区

Ｅ地区 

新街区

Ｆ地区 

沿道型 
中層住宅Ⅰ地区 

面積 約 22.7ｈａ 約 5.9ｈａ 約 1.4ｈａ 約 0.4ｈａ 約 0.7ｈａ 約 1.1ｈａ 約 0.3ｈａ 約 0.3ｈａ 約 0.7ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外

の建築物は建築してはな

らない。 

１．建築基準法別表第２

（は）項第２号に規定

する大学、高等専門学

校、専修学校その他こ

れらに類するもの 

２．建築基準法別表第２

(い）項第９号に規定す

る公益上必要な建築物 

次 に 掲

げ る 建 築

物 は 建 築

し て は な

らない。 

１．建築基

準 法 別

表 第 ２

( い ) 項

第 １ 号

に 規 定

す る 住

宅 

─ 

次に掲げ

る建築物は

建築しては

ならない。 

１．建築基準

法別表第

２ (い )項

第１号に

規定する

住宅 

 

次に掲げる建

築物は建築して

はならない。 

１．建築基準法

別表第２(い)

項第１号に規

定する住宅 

２．建築基準法

別表第２(い）

項第２号に規

定する兼用住

宅 

─ 



 

 

地

区

整

備

計

画 

 

建築物等の 

用途の制限 

３．前２号に掲げる建築

物に附属するもの(建

築基準法施行令第 130

条の５の５で定めるも

のを除く。) 

４．大学のキャンパス運

営に必要な建築物で市

長がやむを得ないと認

めたもの 

２．建築基

準 法 別

表 第 ２

( い ) 項

第 ２ 号

に 規 定

す る 兼

用住宅 

３．建築基

準 法 別

表 第 ２

( い ) 項

第 ３ 号

に 規 定

す る 共

同住宅、

寄 宿 舎

又 は 下

宿 

４．建築基

準 法 別

表 第 ２

( い ) 項

第 ５ 号

 ２．建築基準

法別表第

２ (い )項

第２号に

規定する

兼用住宅 

３．建築基準

法別表第

２ (い )項

第３号に

規定する

共同住宅、

寄宿舎又

は下宿 

４．建築基

準法別表

第２(い)

項第５号

に規定す

る神社、

寺院、教

会その他

これらに

３．建築基準法

別表第２(い)

項第３号に規

定する共同住

宅、寄宿舎又

は下宿 

（ただし、高齢

者、障害者等

が生活上の援

助等を受けな

がら共同生活

を営むものを

除く。） 

４．建築基準法

別表第２(い)

項第５号に規

定する神社、

寺院、教会そ

の他これらに

類するもの 

５．建築基準法

別表第２(い)

項第７号に規

 

建

築

物
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建築物等の 

用途の制限 

に 規 定

す る 神

社 、 寺

院、教会

そ の 他

こ れ ら

に 類 す

るもの 

５．建築基

準 法 別

表 第 ２

( い ) 項

第 ７ 号

に 規 定

す る 公

衆浴場 

類するも

の 

５．建築基準

法別表第

２ (い )項

第７号に

規定する

公衆浴場 

定する公衆浴

場 

６．建築基準法

別表第２(に)

項第３号に規

定するボーリ

ン グ 場 、 ス

ケート場、水

泳場その他こ

れらに類する

運動施設  

７．建築基準法

別表第２(に)

項第４号に規

定するホテル

又は旅館 

８．建築基準法

別表第２(に)

項第５号に規

定する自動車

教習所 

９．建築基準法

別表第２(に)

項第６号に規

定する畜舎 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

整

備

計
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等
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す

る

事
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建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

― 

10,000㎡ 115㎡ 5,000㎡ 1,000㎡ 2,000㎡ 1,000㎡ 

100㎡ 

 ただし、現に

建築物の敷地

として使用さ

れている100㎡

未満の土地又

は現に存する

所有権その他

の権利に基づ

いて建築物の

敷地として使

用する100㎡未

満の土地につ

いては、その全

部を一の敷地

として使用す

る場合は、この

限りでない。 

 ただし、市長が公益上必要な建築物と認めたものは、この限りでない。 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面は計画図に示す壁面線を越えて

建築してはならない。 

１．建築物の

外壁又は

これに代

わる柱の

面は計画

図に示す

壁面線を

越えて建

― 

建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は計画図に示

す壁面線を越えて

建築してはならな

い。 

― 



 

 

築しては

ならない。 

２．建築物の

外壁又は

これに代

わる柱の

面から道

路境界線

までの距

離は 1.0m

以上、隣地

境界線ま

での距離

は 0.5m 以

上とする。 

ただし、

これらの

距離の限

度に満た

ない距離

にある建

築物の部

分が次の

各号の一

に該当す

る場合は

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

整

備

計

画 

壁面の位置の

制限 



 

 

この限り

でない。 

(1) 物置そ

の他これ

に類する

用途（自動

車車庫を

除く。）に

供し、軒の

高さが 2.3

ｍ以下で、

床面積の

合計が 5.0

㎡以下で

あるもの 

(2) 自動車

車庫で軒

の高さが

2.3ｍ以下

であるも

の 

 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

整

備

計

画 

壁面の位置の

制限 
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建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の 

高さの 

最高限度 

建築物等の高さの最高限度は計画

図の通りとする。 
― 建築物等の高さの最高限度は計画図の通りとする。 

建築物等の 

形態又は色彩

その他の意匠

の制限 

１．建築物の外壁等の色彩は、原則として原色を避けるなど、周辺環境との調和を図るものとする。 

２．建築物の外壁は、長大な壁面を避けるなど、形態や意匠の工夫などにより、圧迫感や威圧感を感じさせないよう配慮す

るものとする。 

３．屋外広告物は、自己の用に供するものに限定し、街並みの統一感、みどり豊かな沿道の雰囲気づくりに配慮した規模、

色彩、装飾とする。また、屋外広告物を設置する場合は、建築物等の高さの最高限度を超えてはならない。 

垣又は柵の 

構造の制限 

道路に面する垣又は柵の構造は、生

垣又は透視可能なフェンスとする。た

だし、フェンス等の基礎で高さが 0.6m

以下のもの又は門柱にあっては、この

限りでない。 

道路に面

する垣又は

柵 の 構 造

は、生垣又

はフェンス

とする。た

だし、フェ

ンス等の基

礎で高さが

0.6m以下の

もの又は門

柱にあって

は、この限

りでない。 

道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又は透視可能

なフェンスとする。ただし、フェンス等の基礎で高さ

が 0.6m 以下のもの又は門柱にあっては、この限りで

ない。 

道路に面す

る垣又は柵の

構造は、生垣又

はフェンスと

する。ただし、

フェンス等の

基礎で高さが

0.6m 以下のも

の又は門柱に

あっては、この

限りでない。 



 

 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事
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建築物の 

緑化率の 

最低限度 

― 

次に掲げる式

により算出され

る面積のうち、

小さい方の面積

以上の地上部の

緑化を行わなけ

ればならない。 

１．（敷地面積－

建築面積）×

0.4 

２．｛敷地面積－

(敷地面積×

建 蔽 率 ×

0.8）｝×0.4 

ただし、市長

がやむを得ない

と認めたと き

は、緑化が困難

な面積相当 分

は、当該建築物

上の同一面積に

ついて、樹木の

植栽による緑化

をもって代える

ことができる。 

― 



 

 

地

区

整

備

計

画 

土地の利用 

に関する事項 

樹林地及び田畑等を

保全し、みどり豊かな空

間の形成に努めるもの

とする。 

１．店舗等の駐車場においては、隣地境界に緑地を設けるなどの配慮に努めるものとする。 

２．接道部、建築物の壁面・屋上においては、積極的な緑化に努めるものとする。 

３．敷地内に設ける空地においては、中高木による緑化や植栽帯、花壇等の配置による効果的な緑

化に努めるものとする。 

― 

４．保谷東村山

線の沿道にお

いては、接道

部の長さに 10

分の８を乗じ

て得た長さ以

上の緑化を行

わなければな

らない。 

― 

※は知事協議事項 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度については計画図表示のとおり。」 

理由：東大生態調和農学機構の土地利用転換に伴い、適切な土地利用の誘導を図り、みどり豊かなゆとりある市街地環境を形成するために、地区計画を変

更する。 

 


